
県営地盤沈下対策事業　新潟南部８期地区
(阿賀幹線用水路　FRPM管φ2400㎜布設状況）

主な内容
●
●
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令和元年度決算報告・事業報告
令和２年度臨時総代会開催報告
超大区画（4.7ヘクタール）圃場視察報告

組合員数 4,448人（令和2年3月31日現在 ）

横　越 925／大江山 786／亀　田 700
両　川 463／曽野木 483／鳥屋野 120
山　潟 216／石　山 212／大　形 543
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　令和元年度より複式簿記会計を導入し、初めての
決算を迎えました。
　単式簿記会計から複式簿記会計への移行により、
予算編成から会計や収支科目の統合も併せ見直しを
行い、また、決算を迎えるにあたり、資産評価の方
法も見直しを行っております。
　まず、収支決算の状況でありますが、令和元年度
の一般会計並びに特別会計を合わせた総収入額は、
17億310万円、総支出額は16億2,177万円（会計間の
繰入、繰出を除く）となり、次年度繰越が8,133万円
となりました。
　次年度繰越の内容については、経常経費の経費削
減と受託事業などからの人件費等の戻し入れ、各用
水管理員会によるきめ細かな用水調整と組合員の皆
様からのご協力により揚水ポンプ間断運転実施など
による電力費の節約などによるものであります。
　今年度、固定資産評価にあたり、新規計上や、土
地価格の評価時点を取得価格に変更したものや、減
価償却の方法をこれまでの定率法から、定額法へ変
更したことなどにより、昨年度末から変更となって
います。それに伴い貸借対照表における資産の部の
固定資産が前年度比較で大きく増えています。変更
内容については、正味財産増減計算書の経常外増減

の部における固定資産評価増加額及び固定資産評価
減少額として記載しています。
　それらを踏まえて、貸借対照表では資産として、
現預金などの流動資産、有形無形固定資産、その他
固定資産である特定資産などの基金積立金を合わせ
た合計で89億869万円。負債では、流動負債の前受
金や短期預り金、固定負債の長期借入金や引当金積
立金の合計が43億1,134万円であり資産合計から負債
合計を差し引いた正味財産が45億9,734万円となりま
した。
　特定資産における基金積立状況では、特に事業継
続の核となる償還基金（共通）、決済金積立金、財
政調整基金の３基金合計の積立額は近年ほぼ横ばい
であり、これまで取り組んできた財政の見直しに対
する成果が見えてきております。

　令和２年３月31日現在の組員数は4,448名で昨年よ
り34名減っております。
　農地面積では田・畑合わせて4,178ヘクタールと
なっております。

　なお、決算財務諸表を以下に示します。

令和元年度　亀田郷土地改良区　収支決算書・決算財務諸表

令和元年度　決　算　報　告
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　令和２年７月17日亀田郷土地改良区大ホールにおいて、令和２年度第１回臨時総代会が開催されました。開催に
あたり新型コロナウイルス感染症に配慮し、受付にて手指の消毒とマスク着用の徹底を行い、座席の間隔を広めに
配置しながら室内の換気対策を行っての開催となりました。冒頭に杉本理事長より開会挨拶の後、議長に長谷川嘉
郎総代（鳥屋野）、副議長に大沢一衛総代（大江山）を選出、令和元年度決算報告ほか３議案について審議いただ
き、提出された全議案について原案どおり議決、承認されました。

認第１号
認第２号
報第１号
議第１号

専決処分の承認について
令和元年度事業報告書および決算財務諸表の承認について
監査報告について
令和２年度収支補正予算案について

令和２年度　臨時総代会開催報告

令和２年度　第１回臨時総代会（令和２年７月17日）

付議事項

�����>

�����>

�����>

� � � �

��

	�

�
��

���

��������

��

��

�����

 !

"#$ 

�%�&����'()*+,-.

�/�012���

345�6789:

;��6<9=?:

012��

�� @A

BCDEFBGECHB

	EFH�ED	DEB�H

	EGHIECCJECC�

	E		GEI	GEIGF

�B	EJ�GE		H

�CJEFBF

K �LMN/OMNPO

DHIEDJ	EH��

	HEIDJEIB�

K �%NM�%QMRRO

C

K �%PMQ�QMP�L

�E	JCE	ID

DEIHHEC�CEBGD

S � � 1 T

U V W X Y

�	CEJHIE�JI

HEDD	EGD	EFFH

GIFEG�GEBDH

IDBE�I�EH�H

	GHEFJ�ECCC

HECCCECCC

	GEBBHED	C

C

C

IEHBFEC�IEBDC

�CCE�CFEFCC

IE	BIE�G	ECJG

	C�EGDFE�DD

HEIHDEFBFEBHJ

J	IEFI�E	H	

GEJBIECHFEIBC

DEHCCEG	FEBDF

	EFFHEHFBEJJ�

IHBEFCBE		H

HE�CJEFBF

�GECIGEI	D

DHIEDJ	EH��

	HEIDJEIB�

IEIHGEBJCE�FD

�CCE�CFEFCC

IE�HIEGHGE�BG

	CDEC	FEDGF

BEJCBEFJGEGD	

Z X Y � � � �

��

	�

�
[\

�[\

]^_`a

bZacdefghijklm

nopqrstuvwu

xyza

[\ @A

��

	�

BI	EI�CE	CF

K �//M%{{MRP{

DCEBDGEGHF

K �ROMRLPMQ{�

DEH�FECCC

C

GCJE�HIEH��

| [ \ 1 T

U V W X Y

C

DEFC	E�JDEHCJ

�IHE	DDE�J	

DEDJFE	�DEFBH

C

FCEGIFEFD	

DEFC	E�JDEHCJ

BI	EI�CE	CF

DEIFBEJDGEB�I

�GFECGCEJIB

DE		BEFCIE	DI

DEH�FECCC

FCEGIFEFD	

IED��EDIBEC	C

Z X Y

貸借対照表

}~����������������

�����������������

���

��

	�

D�

I�

H�

F�

G�

B�

J�

�C�

� � � `

����� �`

¡¢� �`

345��£�`

;���£�`

¤¥a¦�`

§¨a�`

©ªa�`

«�`

¬A`a�`

bZa®¯°

Z^����°

�EHHJECDDEJ	F

	HHEG�DEHCG

F�EJGHE	HF

	�IEFDCE	FC

F	IEGIHED	D

J�E�BCEHJH

�J	EGF	EJ	C

DEC�GEDGC

GDJECC�

C

��IE	FJEFJI

K �%QM%RRM��P

�± � � � � 1 T

�	�

��

	�

D�

I�

H�

F�

G�

B�

J�

�C�

� � ² ³

����� ´

¡¢� ´

µ¶·¸´

¹º·¸´

[»a¦

©ª´²³

«²³

_`a¼½²³¾¿ÀÁÂ>

¬A³°

ÃÄ´³°

�EIDIEGFGEBCG

HCFE	HFE�GC

�J	E	CHEGDI

FEC�CEICC

�E	JJEFFD

�GGEFBFECFG

JEFFCECCC

	C�EGHBEIDD

BEIIBEBGG

C

DD�EII	EIFD

���

�

%

� � Å � `

���ÆÇ�`

���ÈÉ�Ê°

Z^��Å��°

�DBE�		EJ��

�EIG	

�DBE�	�EIDJ

	EBGCE�		EIB�

%± � � Å � � 1 T

�	�

�

%

� � Å ² ³

ËXYÌ�°

���ÈÉ�Í°

DECCBE	IHEDJ	

HFEJGBEIFG

	EJH�E	FFEJ	H

¹ºÎÏ5�^ÐÑÒ

¹ºÎÏ5�^ÓÑÒ

ÎÏ5�^ÓÑÒ

	EGIHEBHFEDF	

�EBH�EIJDEDHC

IEHJGEDIJEG�	

IEHJGEDIJEG�	

Z^¹ºÎÏ5���°

正味財産増減計算書

¿À3aÔÕa¾Ö×>

¿À3aÔÕa¾ØÄ>

Ù½aÔÕa

5ÚÌÛ3a

ÜÝÞßÔÕa

à$·¸ÔÕa

��¦áâÔÕa

;�� @A

IIIEJHBE	CI

�E�HCEBDIEDF	

�ECJIEJBDEFGJ

BFHEICFED	�

IJCEHFIEI	D

		EDD	E	HJ

BHEFGGEJDJ

IE�HIEGHGE�BG

特定資産（基金積立）積立内訳 ¾���ã�

Ää å@æç �Äèé�êÔ 012

�Äë ¾ì> í î A
@A

ïðñòóôõ

ö÷Ä¾ø ù>

öúÄ¾ûüý>

öþÄ¾ÿ í>

ö'Ä¾� �>

ö�Ä¾���>

ö�Ä¾���>

ö�Ä¾ý 	>

ö
Ä¾� ý>

ö�Ä¾û �>

A

��EG�DE	GC

BEGI�EFJH

BEIBJEB	G

FEI�GEIJ�

GE	IIEH�J

�ED�HEFII

	EC�JEBC	

�EGC	E�II

IEC�CEHJD

H�EFHIEJBH

	ECI	EJII

�EI	JEJFG

�E��FE	�C

I	DEFHF

�E�J�E		D

�ECFJE�IJ

FDDEHFC

�ECBDE�		

BGFEGGI

JEBFFEFCH

JEFGCED	F

GED��EG	B

GEDGDEF�G

HEJJDEBDH

FECHDE	JF

	IFEIJH

�EDBFE	I	

F�JEC		

DE�DDEB�J

I�EGBBEDBC

JCJE�GJ

JB�E��G

BI	ECCB

F	IECCC

HG	EHH�

J	EJII

�CJEFDD

	D	E�GJ

IFHECB	

IEB	BEFJD

BEGF�E�IG

FEDDCEF��

FEHD�EFCJ

HEDFJEBDH

HEIBCEGIH

�HDEHH�

�E	GFEFCJ

DBFEBID

	EFFBEGDG

DFEJHJEFBG

J	H

GBF

GCC

IFD

IBD

�	C

	�F

	�	

HID

IEIIB

地区別農地面積および組合員の状況

}���>�����������

� � � �

�ÎÏ5�

¹ºÎÏ5�

ÎÏ5�1T @A

2������� ��

C

	EGIHEBHFEDF	

	EGIHEBHFEDF	

DEIHHEC�CEBGD

� Î Ï 5 � 1 T

U V W X Y

C

�EBH�EIJDEDHC

�EBH�EIJDEDHC

HEIHDEFBFEBHJ

C

IEHJGEDIJEG�	

IEHJGEDIJEG�	

BEJCBEFJGEGD	

Z X Y

亀田郷土地改良区だより 第　134　号　（3）令和２（2020）年10月１日



〇水管理の状況
【用水】
　本用水は、沢海揚水機場４月19日、竹尾揚水機場４月20
日、両川・舞潟揚水機場４月23日から開始しました。終了
は、８月後半に降雨が続いた影響もあり、例年より早い８
月26日でした。管理期における夜間運転の停止や、降雨時
にはポンプを速やかに停止するなどした結果、揚水機場全
11カ所の運転時間と電力量は、５カ年平均比で2,512.7hと
495,340kwhの減少となり、約８%を節減する事が出来ました。
【排水】
　年間降水量は1,413.5mmで、5カ年平均と比較し333.6mm
少なくなりました。６、10、３月は降雨が多く、本所、二
本木排水機場は各５日間、蔵岡排水機場は３日間、運転し
ました。３排水機場の運転時間は合計で65時間（前年度83
時間）となりました。的確な運転により管内の湛水・浸水
被害を防止しました。
〇事業の実施状況
【団体営事業】
①国営造成施設管理体制整備促進事業
　(管理体制整備型）阿賀野川左岸地区
　郷内10地区で地元管理組織と維持管理協定を締結して、
地域住民が農業用施設の役割を理解し維持管理事業を実施
しました。
②新潟県基盤整備促進事業
　（測量・設計）茗荷谷第２地区
　機能低下した茗荷谷支線１号用水路の改修工事に必要な
測量・設計を行いました。
③農業水路等長寿命化・防災減災事業
　袋津排水路地区
　袋津排水路に転落防止柵82.4ｍを設置し、地域住民の安全
確保を図りました。
④地域農業水利施設ストックマネジメント事業
　(保全計画策定）亀田郷第８地区
　揚水機場３施設、用水路８路線、排水路４路線の機能診
断・保全計画策定を行いました。
⑤農業基盤整備促進事業
　亀田郷第４地区
　ほ場の畦抜きによる区画拡大と排水不良の解消を目指し、
区画拡大の面積7.96ha・暗渠排水の面積2.95haをそれぞれ実
施しました。農家の規模拡大・利用集積の促進と作業効率
の向上、維持管理の軽減を図りました。
⑥農地耕作条件改善事業
　亀田郷第５地区
　農地中間管理機構の重点実施区域において、区画拡大の
面積15.45ha・暗渠排水の面積1.55haを実施しました。区画
拡大を実施したほ場（３カ所）において、スマホ等の端末
から遠隔操作が可能な給・排水装置を計６基設置し、作業
効率の向上を図りました。
　上早・木津・二本木地区（先進的省力化技術導入支援型)
　平成30年度までに同地区で区画拡大を実施したほ場（９
カ所）において、スマホ等の端末から遠隔操作が可能な
給・排水装置を計９基設置し、作業効率の向上を図りました。
⑦経営体育成促進換地等調査事業
　小杉地区
　県営小杉地区経営体育成基盤整備事業（ほ場整備）実施
予定地区において、換地計画の樹立及び換地処分を円滑に
するための基礎となる従前地調査並びにアンケート調査を
行いました。
⑧県単農業農村整備事業
　(かんがい排水）蔵岡排水機場地区、蔵岡排水機場第２地区
　河川側樋管ゲート電動開閉機２基の分解整備と非常用発
電機用蓄電池２台の取替工事を行いました。
⑨農村地域防災減災事業
　(実施計画策定）亀田郷第６地区（H30繰越）
　老朽化した排水機場２施設、排水路１路線を早急に機能回
復するため、整備事業に必要な実施計画の策定を行いました。

⑩土地改良施設維持管理適正化事業
　茗荷谷揚水機場２号ポンプ・電動機分解整備を行い、施
設の保全と維持管理の軽減を図りました。
⑪新潟市農業土木支援事業
　大江山工区において用水路工111ｍを実施しました。
【維持管理事業】
①共通路線
　工事費31,136千円（72件）及び応急工事として3,821千円
（13件）を実施し、施設の維持修繕を行いました。管理溝
畔56.1haを延べ組合員1,553名で草刈り（一部除草剤対応）
を実施しました。
②各区工事
　94件、33,573千円で維持修繕工事を実施しました。
③環境用水利活用事業
　舞潟揚水機場から非かんがい期に環境用水を導入して、
郷内西側の農業用排水路の水質浄化・景観及び生態系の保
全を図りました。
④亀田郷発電事業
　本年度で６年目となる本事業の発電量の実績は、松山、
小松堀排水路の合計で885,993kWhで、年間目標発電量
819,000kWhに対し達成率は108.2%でした。発電電力の売電
収入により維持管理費の負担軽減が図られました。
【受託事業】
①新潟県土木部　　鳥屋野潟及び栗ノ木川浄化対策
②新潟県農地部　　管理体制整備の推進活動
③新潟県農地部　　親松排水機場運転操作管理
④新潟市　　　　　本所・蔵岡排水機場の運転管理
⑤新潟市　　　　　市道整備に係る用水路移設補償工事
　　　　　　　　　及び旧用水管撤去工事
⑥活動組織・広域活動組織
　　　　　　　　　多面的機能支払交付金事業に係る報告
　　　　　　　　　書類等の確認・作成などの支援業務
【県営事業】
①地盤沈下対策事業
　新潟南部８期地区
　阿賀幹線用水路は繰越工事として110mを実施、本年度予
算で延長84ｍを発注し次年度施工としました。事業進捗率
は91.6%です。
　亀田郷阿賀地区
　工事に必要な残土仮置場の借地契約を継続し、残土仮置
場の整備を実施しました。事業進捗率は20.5%です。
　新潟中東地区
　山崎排水路は繰越工事として234ｍを実施、本年度予算で
延長323ｍを発注し次年度施工としました。大形東部用水路
は本年度分工事1,000ｍのうち468ｍを実施、残延長532ｍは
次年度施工としました。山二ッ排水路は家屋事前調査を実
施しました。事業進捗率は13.7%です。
②基幹水利施設ストックマネジメント事業
　亀田郷地区
　糸魚堀排水路の繰越工事633 ｍを実施しました。本所排水
路は382ｍを発注し次年度施工としました。事業進捗率は
64.5%です。
③経営体育成基盤整備調査計画事業
　小杉地区
　県営小杉地区経営体育成基盤整備事業（ほ場整備）に必
要な計画書の策定を行いました。

令和元年度　事　業　報　告

大形東部用水路0031_NO,2 +50付近
エアモルタル注入状況

大形東部用水路0031_NO,2 +50付近
エアモルタル注入状況

大形東部用水路_IP.4～
終点NO,2+50を望む
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令和元年度　団体営事業等の施工状況
分
区 事　業　名 地　区　名 施　　設 工事内容 事業量 事業費

（千円）

事業費（千円）

備　考

令和元年度　県営事業の実施状況
分
区 事　業　名 地　区　名 施　　設 工事内容 事業量 備　考

国営造成施設管理体制
整備促進事業（管理体制整備型) 阿賀野川左岸

多面的経費補助

簡易ほ場整備

― 1.0式

9基

20,252
H12～Ｒ4

R1

計 20,252

新潟県基盤整備促進事業 茗荷谷第２
茗荷谷支線１号用水路 測 量 ・ 設 計 1.0式 10,050

10,050

9,033

R1～R2

R1

R1

計

農業水路等長寿命化・
防災減災事業 袋津排水路

袋津排水路 転 落 防 止 柵 設 置 L=82.4ｍ 2,410
2,410

R1
計

地域農業水利施設
ストックマネジメント事業 亀田郷第８

揚水機場３施設、用水路８路線、
排水路４路線 機 能 保 全 計 画 策 定 48,291

R1
1.0式

計

計

48,291

農業基盤整備促進事業
区　　画　　拡　　大 A=7.96ha

上早・木津・
二本木

先進的省力化技術導入支援 給・排水遠隔制御装置 2,772
H29～R1

計 2,772

2,328
2,328

新潟市農業土木支援事業 大江山工区
用水路 用水路工・原材料購入 1.0式

計
共通工事 施 設 整 備 ･ 管 理
各区工事 施 設 整 備 ･ 管 理
環境用水利活用事業 用 水 管 理･啓 発 普 及
亀田郷発電事業 維持管理費・建設費償還

受 託 事 業 名 委　託　者 事　業　の　内　容 期　間
鳥屋野潟・栗ノ木川浄化対策 新 潟 県 （鳥屋野潟・栗ノ木川）水質浄化のための竹尾機場及び本所河川ゲートの運転操作 20,033
管理体制整備推進活動 新 潟 県 管理体制整備の推進活動（広報・啓発等） 85
親松排水機場運転管理 新 潟 県 親松排水機場の運転操作・保守点検・除塵作業 59,033
本所・蔵岡排水機場運転管理 新 潟 市 本所・蔵岡排水機場の運転管理 12,218
用水路移設補償工事及び旧用水管撤去工事 新 潟 市 市道整備に係る用水路移設補償工事及び旧用水管撤去工事 101,330

多面的機能支払交付金事業支援業務 活 動 組 織
広域活動組織 多面的機能支払交付金事業に係る報告書類等の確認・作成・提出などの事務支援業務 8,927

4月～3月
7月～3月
4月～3月
4月～3月
10月～3月

4月～3月

　

　

地盤沈下対策事業

新潟南部８期 阿賀幹線用水路 用 水 路 工 等
L=110m
（繰越分）
L=84ｍ（次年度
施工として発注）

亀田郷阿賀 阿賀用水路 仮 設 工 等

新 潟 中 東

大形東部用水路 用 　 水 　 路 　 工

1.0式
L=468ｍ
L=532ｍ
（次年度施工
として発注）

基幹水利施設ストックマネジメント事業 亀　 田　 郷
糸魚堀排水路 排 　 水 　 路 　 工 L=633ｍ

（繰越分）

経営体育成基盤整備調査計画事業 小　　　　杉 ほ場整備調査計画 ほ 場 整 備 調 査 計 画 1.0式

亀田郷第４

簡易ほ場整備

先進的省力化技術導入支援
R1

11,991

11,991計
農地耕作条件改善事業

区　　画　　拡　　大 A=15.45ha
暗　　渠　　排　　水 A=1.55ha

6基給・排水遠隔制御装置
亀田郷第５

1.0式
経営体育成促進換地等調査事業 小杉

換地予定地区 従前地調査・アンケート調査 5,742
R1～R2

計 5,742

1.0式 76,101
33,573

1.0式
1.0式

1.0式
3,099
31,999

220,000

7,850

505,150

130,000

10,300

H21～R3

H28～R5

山二ッ排水路 家 屋 事 前 調 査 1.0式

H30～R8
山崎排水路 排 　 水 　 路 　 工

L=234ｍ
（繰越分）
L=323ｍ

（次年度施工として発注）

H26～R4
本所排水路 排 　 水 　 路 　 工 L=382ｍ（次年度

施工として発注）

R1～R2

共通路線
１区～９区各区路線
環境用水通水路線
小松堀･松山　太陽光発電施設

補
　
　
　
　
助

受
　
　
　
　
託

維
持
管
理

県
　
　
営

事業費
（千円）

9,033
暗　　渠　　排　　水 A=2.95ha

2基

県単農業農村整備事業
蔵岡排水機場

蔵岡排水機場 樋管ゲート電動開閉機分解整備 2,002
R1

計 2,002
２台蔵岡排水機場

第２
蔵岡排水機場 非常用発電機用蓄電池取替 1,150

R1
計 1,150

1.0式
農村地域防災減災事業 亀田郷第６

（H30年度繰越）
排水機場２施設、排水路１路線 実　施　計　画　策　定 9,834

H30～R1
計 9,834

1.0式
土地改良施設維持管理適正化事業 －

茗荷谷揚水機場 ポンプ・電動機分解整備 16,124
R1

計 16,124
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令和３年度正職員の採用について令和３年度正職員の採用について
１．募集職種、人数
　　事務職、技術職（土木、電気)・・・若干名
２．応募資格

高校卒業以上。キャリア形成のため年齢35歳までの方
　　普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）をお持ちの方
３．応募方法
　　応募期間　令和２年11月２日（月）～
　　　　　　　令和２年11月30日（月）まで

　エントリーシート（亀田郷ＨＰ掲載)、履歴書、職務
経歴書を同封のうえ、郵送にて応募ください。
　なお、ハローワーク経由でも募集しますので詳細は
そちらをご覧ください。

４．採用試験
　　応募書類による選考の後
　　１次試験　一般常識、小作文
　　２次試験　一次試験合格者を対象に面接

※試験日程は12月中旬を予定、詳細は応
募者にご連絡いたします。

５．応募、問い合わせ先
〒950－0148
新潟市江南区東早通一丁目２番25号
亀田郷土地改良区　総務課　石崎

令和２年度賦課額（10a当たり)

未納賦課金の対応について

第 1区（横　越）
第 2区（大江山）
第 3区（亀　田）
第 4区（両　川）
第 5区（曽野木）
第 6区（鳥屋野）
第 7区（山　潟）
第 8区（石　山）
第 9区（大　形）

11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500

500
500

300
500

12,000
12,000
11,500
11,800
12,000
11,500
11,500
11,500
11,500

摘　要  一般会計（円）
区　分 共通費 各区費

計（円） 備　　考令書発行　　10　月　５　日
納　　期　　10　月　20　日

・現金納入の場合は10月20日までに納めてください。
・口座振替の場合は10月20日に引き落とされます。

監事総選挙監事総選挙
　役員（監事）の任期満了（令和３年１月10日）に伴う監事総選挙を実施します。主な日程および定数は次のとお
りです。

　なお、平成30年の土地改良法改正により、各土地改良区は、監事のうち一人以上は組合員以外の者から選挙する
こと（いわゆる員外監事）が求められるようになりました。ただし、土地改良区の業務及び会計についての監査に
関して専門的知識を有する者の指導を受ける場合は、この限りでないこととなっています。亀田郷土地改良区では
、会計について専門的知識を有する公認会計士または税理士の指導を受けることとし、監事の選挙については、役
員選挙規程に基づき、従来通り組合員から定数３名を選挙することとします。

令和２年度　組合費

畑（10a）につい
ては定款第25条
により田の100分
の25の額【（共通
2 , 8 7 5円、各区
（第1･2･5区は
125円／4区は75
円）】
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　令和３年４月１日採用の正職員（中途採用）を募集します。

　これまで口座振替をご利用の皆様へ領収書を発行しておりましたが、今年度
より必要な方のみ領収書を発行することとさせて頂きます。
　領収書が必要な方は下記へご連絡をお願いいたします。
・総務課会計係　３８１－２１３１　　・地域課地域係　３８１－７５８６

　賦課金の納付は土地改良法に定められた組合員の義務にあたります。賦
課金の滞納は国税徴収法に基づく滞納処分の対象となります。督促状や催
告状を発送してもなお支払いが無い場合、支払いの意思がないと判断し、
財産の差し押さえを行う事になります。経済的理由による場合は分割納入
の相談もお受けいたしますので土地改良区までご連絡ください。

※領収書の発行について
　お知らせ
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土地改良区からのお願い

組合員資格得喪通知について（農地法第３条）
　土地改良区の賦課台帳は、組合員皆さまからの届出に
よって更新されます。農地を売ったり買ったりした場合
は、速やかに「組合員資格得喪通知書」をご提出くださ
い。手続を怠りますと農地を移動したのにいつまでも組合
費が掛かることになります。
　なお、｢組合員資格得喪通知書」をご提出いただいた際
は、土地改良区の方で賦課地の調査等行い、場合によって
は必要な手続きをお願いしますので、ご理解、ご協力の程
お願い申し上げます。

他目的使用について
　土地改良区が管理する農道や水路を農業以外の目的で使
用する場合、土地改良区の許可が必要となりますので、速
やかに「土地改良財産他目的使用申請書」をご提出くださ
い。
　使用期間は最大で５年間です。引き続き使用する場合は
更新手続きが必要です。
　無断で使用している場合、直ちに撤去命令を発し、原形
に復するため復旧工事等の費用をご負担いただきます。
　なお、広告看板は許可いたしません。
　他目的使用に伴う納入額は次のとおりとなります。
１．使用料金（５年分）
　① 乗入れ（橋など） １㎡当たり 7,200円／５年間
　② 浄化槽排水 １人槽当たり 1,800円／５年間
　③ ガス管・上下水道管　家庭引込　免除
２．消費税（現行１０％）

手数料について
　土地改良区の許可書、同意書、意見書又は証明書その他
これに類する文書を交付する場合は、手数料として1,100円
（内消費税10％）を納入いただきます。

賦課内訳書の確認について
　賦課令書の配布と併せて賦課内訳書もお送りしておりま
す。今一度、現在ご自身がお持ちの農地をご確認いただき
ますようお願い申し上げます。
　何かお気付きの点やご不明な点等ございましたら、亀田
郷土地改良区にお問い合わせください。
　ご指摘の点につきましては、実地調査し、所定の手続き
を行った上で処理させていただきます。

申請様式のダウンロードについて
　土地改良区への申請や届出等の様式がホームページから
ダウンロードできます。形式はExcel（エクセル）とWord
（ワード）をご用意しましたのでご利用ください。
　なお、ご提出いただく際は、関係図面や関係資料の添付
を要しますので、ご不明な点は、亀田郷土地改良区にお問
い合わせください。
ホームページアドレスは次のとおりです。

灯油の流出事故防止について

農家の皆さまにお願いしたいこと

　一年を通して用水路・排水路への油の流出事故が絶えま
せん。消防署や警察署から農家の皆さまへ啓発をお願いさ
れております。
　油類の流出は火災の危険性だけではなく周辺の自然環境
にも深刻な影響を与えかねません。
　万が一農地にまで汚染が広がってしまいますと、作付け
補償や土壌改良などその補償は計りしれません。
　今一度、身の回りの屋外・屋内の貯蔵施設をご確認頂き
ますようお願いします。

①ホームタンクからポリタンクへの小分け
中は、絶対にその場から離れない。
②小分け後は、しっかりとバルブを閉めた
ことを確認する。
③ビニールハウスや作業小屋への配管に異
常がないか確認する。
④除雪や草刈り作業によってバルブや配管
を痛めないように注意する。

農地の転用について（農地法第4条・第5条）

　◆ 決済金とは

田　635,000円（10ａ当たり）
畑　158,000円（10ａ当たり）
（地目変更は、10ａ当たり477,000円）

http://www.kamedagou.jp/download/

　ご自分の農地を自ら転用する場合や農地を売ったり貸し
たりして転用する場合、土地改良区への申請と共に決済金
が必要となります。

・区域内における農地を宅地や公共事業用地（道路、水
路敷等）など農地以外の用途に転用されますと当該受
益面積が減少し、償還金や将来の維持管理費を残され
た農地の組合員が負担することになり、その過重負担
を招くことのないように農地を転用するとき土地改良
法（第42条）に基づき一定額を納めていただくもので
す。

・決済金の算定にあたっては毎事業年度のはじめに次年
度以降の債務額、県営事業分担金、団体営事業負担金
のほか将来の維持管理費や事務費なども組み入れて算
定し、理事会において決済金の額を決定しています。

・令和２年度の農地転用に伴う決済金は、次のとおりと
なります。
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　新型コロナウイルス感染症対策で視察の受け入れが難しい中、関川水系土地改良区のご厚意により、６月３０日に
杉本理事長、田中副理事長はじめ各課から選抜した職員４名で県営経営体育成基盤整備事業（面的集積型）高野地区
の超大区画圃場を視察してきました。
　関川水系土地改良区では、水田面積５６１５ヘクタールのうち、圃場整備完了地区が５３パーセントの３００３ヘ
クタール、今回視察した高野地区を含む事業継続地区が２３８ヘクタール、調査地区２９４ヘクタール、これから予
定する構想地区が１５４８ヘクタール、合計すると５０８３ヘクタールで水田面積の９０パーセントを整備目標に掲
げ取り組んでいます。
　今回視察した高野地区は、関川水系土地改良区齋藤理事長が以前組合長を務められていた農事組合法人高野生産組
合が８１.４ヘクタールのうち９割を耕作しています。大区画圃場整備とスマート農業の実践により徹底したコスト
削減に取り組み、今日の米を取り巻く厳しい環境下で、重労働からの解放と法人職員の処遇改善により担い手に魅力
ある農業にしていく考えを齋藤理事長から熱く語って頂きました。
　圃場の標準区画は長辺２００メートル短辺５０メートルの１ヘクタール区画ですが、北陸一の４.２ヘクタールと
市道を挟んで２.５ヘクタールと２ヘクタールの圃場が広がる景色は圧巻で、田面の高低差が大きい本地区では、畔
の草刈りと水管理労力が減ることが一番大きな経費節減だそうです。
　今回の視察では、基盤整備を実施する新潟県上越振興局農林振興部、スマート農業プロジェクト委員会事務局の上
越市、高野生産組合、そして事業を推進する関川水系土地改良区の大勢の担当者の皆様から個々の質問にも対応頂き
ました。改めて地域の農業関係者が一つとなった早期の圃場整備への取り組みがいかに必要か感じました。

超大区画（４．７ヘクタール）圃場視察超大区画（４．７ヘクタール）圃場視察

短　　　信
5日
24日
〃

29日
8日
15日
17日

6月

7月

事業部会
総務部会
理事会
水利調整委員会
理事会
新潟市土地基盤整備促進協議会役員会
臨時総代会

20日
27日
11日
21日
25日
26日

7月

8月

工事入札
水利調整委員会
事業部会
水利調整員会
監事会
工事入札

14日
21日
24日
20日
〃

29日

4月

5月

工事入札
監事会
事業部会
総務部会
理事会
水利調整委員会
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